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佐賀競馬ミニ場外発売所跡地の売払いに係る公

募型プロポーザルの実施について（公告） 

 

次のとおり、佐賀競馬ミニ場外発売所跡地の売却について、公

募型プロポーザル方式による提案書の募集を行います。 

 

令和８年４月２７日 

佐賀県競馬組合 管理者 引馬誠也 
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１ 趣旨 

 佐賀競馬ミニ場外発売所は、１９８３年（昭和５８年）に設置し、周辺地域の方々

の御理解と御協力のもと、営業を続けてきましたが、収益確保が難しくなったことな

どから、令和６年６月末をもって発売を終了し、施設を閉鎖しています。 

 当組合としては、今後とも当該跡地を競馬事業に関連する何らかの用途で利用する

計画はないこと、また、佐賀競馬場内に現有し老朽化しているきゅう舎やスタンド棟

などの施設改善に要する莫大な財源の確保が必要であることから、跡地の売却処分を

行い、その一助としたいと考えています。 

一方で佐賀競馬ミニ場外発売所の営業に長期にわたって御理解と御協力を賜ってき

た周辺地域の活性化や住民の方々の生活環境の保全などを願うところであります。 

そうしたことから、跡地の売却に当たっては、事業者からの提案を通して、売却価

格のみならず、多角的な観点から総合的に評価できる公募型プロポーザル方式により

売却事業者を選定することとします。 
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２ 跡地の概要 

 

所在地 
鳥栖市西新町字所熊 1422-135、1422-307、1422-308、1422-309、

1422-310、1422-314 以上 6筆  

土地 
地目 宅地 

面積 7,561 ㎡ 

建物 

構造 鉄骨造、１階建て 昭和 58 年築 

面積 建築面積 183.49 ㎡ 延べ面積 167.24 ㎡ 

ｱｽﾍﾞｽﾄ 有 

接面道路 南側 幅員約 15ｍの国道に約 83メートル接道 

法

令

等

に

基

づ

く

制

限 

都市計画法 

区域区分 市街化区域 

用途地域 準工業地域 

建築基準法 

容積率 200％ 

建ぺい率 60％ 

文化財保護法 なし 

特記事項 

①北側駐車場（公園）への連絡通路（スロープ）有 

②屋外トイレ有 

③敷地の中央部と西部の高低差有 

 

３ 予定価格（最低売却価格）      ２５５，３００，０００円 
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４ 参加者の資格 

本プロポーザルには、次に掲げる条件のいずれかに該当する場合は参加できませ

ん。 

なお、参加者等が暴力団関係者でないことを警察本部に照会する場合がありますの

で御了承ください。 

（１）参加申込書を提出していない者 

（２）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167 条の４に該当する者 

（３）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225

号）に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者 

（４）自己又は自社の役員等が、次のいずれかに該当する者、及び次のイからキまで

に掲げる者が、その経営に実質的に関与している場合 

  ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

  イ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に

規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

  ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

  エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与え

る目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

  オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的

又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

  カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

  キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

（５）前記（４）に該当する者の依頼を受けて参加しようとする者 

 

５ 公序良俗に反する土地の使用等の禁止 

（１）暴力団事務所の利用等の禁止 

   土地売買契約締結の日から 10 年間、暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩

序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその

他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りなが

ら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはなりません。 

（２）風俗営業等の禁止 

土地売買契約締結の日から 10 年間、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適

正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条第１項に規定する風俗営

業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供

し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又

は売買物件を第三者に貸してはなりません。 
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６ 日程（予定） 

（１）参加申込書の提出      ５月２１日（木）１７時まで必着 

（２）参加資格の確認・通知    ５月２８日（木）までに通知 

（３）跡地利用計画書、価格提案  ６月１８日（木）１７時まで必着 

書の提出           

（４）プレゼンテーションの実施  ７月上旬 

（５）評価及び選定結果の通知   ７月上旬 

（６）土地売買契約の締結      ７月中旬 

 

７ 参加申込書の提出 

 本プロポーザルに参加を希望する者は、実施要領に示す参加申込書に関係書類を添

付のうえ、担当課（佐賀県競馬組合施設課）に持参又は郵送し、参加資格の確認を受

けてください。 

なお、期限までに必要書類の提出がなかった場合、本プロポーザルへの参加は認め

ません。 

 （１）提出期限 令和８年５月２１日（木）１７時まで必着 

 （２）提出方法 持参又は郵送（簡易書留等、送達の記録が残る方法に限る） 

（３）提出先  〒841-0073 佐賀県鳥栖市江島町字西谷 3256 番 228 

佐賀県競馬組合施設課 

 

８ 参加資格の確認・通知 

 （１）参加申込書の内容により、本プロポーザル参加者としての参加資格を確認

し、その結果を令和８年５月２８日（木）までに通知します。 

 （２）跡地利用計画書を提出できるのは、参加資格の確認通知を受けた者に限りま

す。 

 

９ 跡地利用計画書の提出 

 跡地利用に関する提案を行う者は、跡地利用の目的、用途、工程、資金計画、周辺

地域への配慮などについて、実施要領に示す跡地利用計画書により取りまとめ、関係

書類を添付のうえ、担当課（佐賀県競馬組合施設課）に持参又は郵送してください。 

 （１）提出期限 令和８年５月２２日（金）から６月１８日（木）１７時まで必着 

 （２）提出方法 持参又は郵送（簡易書留等、送達の記録が残る方法に限る） 

（３）提出先  〒841-0073 佐賀県鳥栖市江島町字西谷 3256 番 228 

佐賀県競馬組合施設課 
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１０ 評価及び選定結果の通知 

 （１）評価方法 

    提出された跡地利用計画書の内容を別表の評価基準を基に総合的に評価し、

評価点が最も高かった者を売却候補者として選定します。 

    なお、正当な理由なくプレゼンテーションを欠席した場合は、提案を辞退し

たものとします。 

 （２）プレゼンテーションの実施 

日時 場所 備考 

令和８年７月上旬 佐賀県競馬組合第１会議室 

プレゼンテーションは参加者ごと

に行います。参加者ごとの開始時間

は別途連絡します。 

 （３）選定結果（売却候補者の選定）の通知 

    選定結果については令和８年７月上旬に書面で通知します。 

 

１１ 土地建物売買契約の締結 

 （１）契約の締結 

    売却候補者と契約締結の交渉を行います。 

    その者との契約が成立しない場合は、１１の評価において、評価点が売却候

補者に次いで高かった者と契約締結の交渉を行います。 

 （２）契約保証金 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１６第１項に

規定する契約保証金を契約締結前までに納付すること。 

イ  買受事業者が別に定める期限までに売買物件の売買代金を納付しない場合

は、契約保証金は当組合に帰属します。  

（３）契約に付す条件  

ア 買受事業者は、売買物件の引渡しを受けてから３年以内に操業を開始する

とともに、操業開始から７年を経過するまで（以下、「指定期間」という。）

企画提案を行った事業を継続すること。  

イ 買受事業者は、指定期間、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化

等に関する法律（昭和２３年 法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗

営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の

用途に供してはならない。  

ウ 買受事業者は、売買物件を暴力団事務所（佐賀県暴力団排除条例（平成２

３年条例第２８号）第２条第５号に規定する暴力団事務所をいう。）その他住

民に著しく不安を与える施設の用途に供してはならない。  
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エ 買受事業者は、上記アからウまでの条件に違反した場合、当組合の定める

金額を違約金として当組合に支払わなければならない。  

 

（４）配慮事項 

ア 買受事業者は、買受物件の利用に関して隣地の利用や周辺環境に影響を与

える可能性がある場合には、その都度、地元自治会と協議を行うこと。  

イ その他、買受事業者は、地元自治会との友好な関係構築に努めること。 

 

１２ その他 

詳細は、実施要領による。 
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別表「評価基準」 

審査内容 審査基準 配点 

１  「地域活性化」又は「地域住民の健康

や福祉の向上」のいずれかにつながる計

画となっているか。 

（例）・観光や産業の振興 

   ・雇用機会の創出や若者の定住促進 

   ・文化活動の活発化 

   ・医療提供体制の充実 

   ・福祉サービスの向上 

計画は大変優れている 20 

20 

計画は優れている 15 

計画はやや劣っている 10 

計画は劣っている 5 

２ 跡地利用の工程や資金計画などが具

体的で、実現性がある計画となっている

か。 

実現性は大いにある 20 

20 

実現性はある 15 

実現性はやや懸念がある 10 

実現性は大変懸念される 5 

３ 地域住民の生活環境への影響は懸念

されないなど、周辺地域に配慮した計画

となっているか。 

（影響例）・大気汚染 

     ・悪臭 

     ・騒音・振動 

     ・水質汚濁 

     ・交通渋滞 

     ・治安の悪化 

計画は大変優れている 20 

20 

計画は優れている 15 

計画はやや劣っている 10 

計画は劣っている 5 

４ 購入価格は予定価格を上回っている

か 

 
（買取希望価格/最高買

取希望価格）×40点 

40 

～ 40 

予定価格未満 0 

計 
 

100 100 

・最低基準点 最低基準点は６０点とする。 


